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 職員が、あなたにとっていやなことをしてい

たらそれは虐待かもしれません。

 もし、「いやだな」「やめてほしいな」とお

もったら「やめて」と言っていいのです。

 あなたのことを虐待から守るための障害者虐

待防止法という法律があります。

 このノートには虐待が、どのようなものかを

書いています。

 嫌なことがあった時に、このノートに相談で

きる人の連絡先を書いておきましょう。
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虐待ってなに？

〇 叩いたり蹴ったりする

〇 痛いことをする

〇 部屋に閉じ込める

身体的虐待

〇 悪口を言う

〇 怒鳴る

〇 無視をする

心理的虐待

〇 勝手にあなたのお金を使う

〇 お金を渡してくれない
経済的虐待

￥

〇 ご飯をくれない

〇 服をかえてくれない

〇 困っているのに助けてくれない

放棄・放置

性的虐待
〇 あなたの体を触る

〇 裸をみたり、写真をとったりする

虐待とは、職員が、あなたにとって嫌なことをすることです。

虐待があった時は、あなたが話しやすい人に教えてください。
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連絡先

〇 施設・グループホームの相談先

苦情解決担当者：

第 三 者 委 員 ：

〇 相談支援事業所

名前：

電話番号：

〇 虐待防止センター

場所：

電話番号：

〇 市役所

名前：

電話番号：

〇 警察署

電話番号：

〇 成年後見人

名前：

電話番号：

〇 家族

名前：

電話番号：

困ったときはあなたが話しやすい人に教えてくだ

さい。話しやすい人を書いておきましょう。
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